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沖
縄
県
議
会
の
要
請
に
対
す
る
沖
縄
担
当
特
命
全
権
大
使
の
発
言
と
対
応
等
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

沖
縄
県
議
会
の
要
請
に
対
す
る
沖
縄
担
当
特
命
全
権
大
使
の
発
言
と
対
応
等
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
四
日
付
第

一
九
七
号
で
質
問
を
、
ま
た
平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
日
付
第
二
四
四
号
で
再
質
問
を
そ
れ
ぞ
れ
行
い
、
四
月
十
四
日
付
及
び

四
月
二
十
八
日
付
で
そ
れ
ぞ
れ
答
弁
を
得
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
の
際
、
本
職
は
当
初
の
質
問
と
し
て
、
川
田
司
沖
縄
担
当
特
命
全
権
大
使
が
言
う
「
沖
縄
経
済
の
四
兆
円
の
経
済
所
得
の

二
兆
円
は
本
土
か
ら
の
移
転
経
費
」
の
根
拠
を
問
い
質
し
た
と
こ
ろ
、
政
府
は
沖
縄
県
知
事
公
室
発
行
の
「
沖
縄
の
米
軍
及
び

自
衛
隊
基
地
（
統
計
資
料
集
）
」
の
中
の
「
県
外
受
取
で
あ
る
」
と
答
弁
し
た
。

こ
の
答
弁
に
対
し
て
、
本
職
は
再
質
問
で
、
同
資
料
の
「
県
外
受
取
」
は
沖
縄
県
企
画
部
発
行
の
「
平
成
二
十
五
年
度
県
民

経
済
計
算
」
中
の
「
県
外
受
取
の
推
移
」
を
転
記
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
「
県
外
受
取
」
の
中
に
は
、
「
国
庫

か
ら
の
資
本
移
転
（
国
庫
支
出
金
等
）
」
や
「
県
外
か
ら
の
そ
の
他
の
経
常
移
転
（
国
庫
か
ら
の
経
常
移
転
等
）
」
以
外
の
、

県
内
で
発
生
（
生
産
）
し
た
経
費
で
あ
っ
て
本
土
か
ら
の
移
転
経
費
で
は
な
い
経
費
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
川
田
大
使

の
発
言
は
明
ら
か
な
誤
り
で
あ
る
と
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
政
府
は
誤
り
を
認
め
ず
「
当
初
の
答
弁
通
り
で
あ
る
」
と

強
弁
す
る
有
様
で
あ
る
。

一



さ
ら
に
、
本
職
が
「
三
千
億
円
の
数
字
の
誤
り
は
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
指
摘
し
た
と
こ
ろ
、
「
当
初
の
答
弁
通

り
で
あ
る
」
と
の
木
で
鼻
を
く
く
る
よ
う
な
答
弁
で
あ
っ
た
。

よ
っ
て
、
以
下
改
め
て
お
尋
ね
す
る
。

一

本
職
は
、
政
府
が
対
外
的
な
説
明
や
発
言
を
行
う
場
合
に
、
そ
の
根
拠
と
な
る
統
計
資
料
や
事
実
関
係
に
つ
い
て
は
事
前

に
十
分
調
査
・
分
析
・
検
討
し
た
上
で
用
い
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
が
、
政
府
の
認
識
も
そ
の
通
り
で
あ
る
か
、
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

川
田
大
使
及
び
政
府
は
「
二
兆
円
の
本
土
か
ら
の
移
転
経
費
の
根
拠
」
と
し
て
、
沖
縄
県
知
事
公
室
が
発
行
し
た
「
沖
縄

の
米
軍
及
び
自
衛
隊
基
地
（
統
計
資
料
集
）
」
中
の
平
成
二
十
五
年
度
の
「
県
外
受
取
」
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な

ら
ば
、
本
職
は
、
川
田
大
使
及
び
政
府
が
、
「
県
外
受
取
」
の
根
拠
資
料
は
何
を
基
に
し
て
算
出
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
し

て
「
県
外
受
取
」
を
構
成
す
る
要
件
（
項
目
）
は
何
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
要
件
（
項
目
）
は
ど
の
よ
う
な
取
引
を
表
し
た
も

の
で
あ
る
の
か
、
な
ど
を
事
前
に
十
分
調
査
・
分
析
・
検
討
し
た
上
で
用
い
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
が
、
政
府
の
認

識
も
そ
の
通
り
で
あ
る
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

本
職
は
、
「
沖
縄
の
米
軍
及
び
自
衛
隊
基
地
（
統
計
資
料
集
）
」
中
の
平
成
二
十
五
年
度
の
「
県
外
受
取
」
の
根
拠
資
料

二



は
、
沖
縄
県
企
画
部
発
行
の
「
平
成
二
十
五
年
度
県
民
経
済
計
算
」
中
の
「
県
外
受
取
の
推
移
」
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る

が
、
政
府
の
認
識
も
そ
の
通
り
で
あ
る
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

質
問
三
に
関
連
し
て
、
沖
縄
県
企
画
部
は
、
同
部
発
行
の
「
県
民
経
済
計
算
」
中
の
「
県
外
受
取
の
推
移
」
を
構
成
す
る

要
件
（
項
目
）
の
説
明
と
し
て
、
ま
ず
大
項
目
が
二
つ
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
「
経
常
取
引
（
受
）
総
額
」
は
、

（
一
）
「
移
出
（
Ｆ
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｍ
除
く
）：

（
県
内→

県
外
）
」
（
内
訳
は
①
石
油
製
品
、
②
米
軍
等
へ
の
財
・
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
（
米
軍
基
地
内
工
事
）
、
③
観
光
収
入
、
④
残
差
の
四
つ
か
ら
成
る
）
、
（
二
）
「
Ｆ
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｍ
（
県
内
銀
行
の
剰
余

金
等
）
の
移
出
入
（
純
）
」
、
（
三
）
「
県
外
か
ら
の
所
得
（
純
）
」
（
内
訳
は
①
米
軍
基
地
か
ら
の
要
素
所
得
（
軍
雇
用

者
所
得
、
軍
用
地
料
（
自
衛
隊
分
を
除
く
）
、
そ
の
他
）
、
②
残
差
の
二
つ
か
ら
成
る
）
及
び
（
四
）
「
県
外
か
ら
の
そ
の

他
の
経
常
移
転
」
（
内
訳
は
①
県
外
か
ら
財
政
へ
の
経
常
移
転
経
費
、
②
県
外
か
ら
そ
の
他
の
経
常
移
転
経
費
の
二
つ
か
ら

成
る
）
と
い
う
四
つ
の
中
項
目
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。

次
に
、
も
う
一
つ
の
大
項
目
で
あ
る
「
資
本
取
引
」
は
、
（
一
）
国
庫
か
ら
の
資
本
移
転
と
（
二
）
そ
の
他
と
い
う
二
つ

の
中
項
目
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。

本
職
が
同
資
料
を
取
り
寄
せ
、
つ
ぶ
さ
に
点
検
・
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
と
こ

三



ろ
で
あ
る
が
、
政
府
の
認
識
も
そ
の
通
り
で
あ
る
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

質
問
四
に
関
連
し
て
、
沖
縄
県
企
画
部
は
、
「
経
常
取
引
（
受
）
総
額
」
を
構
成
す
る
四
つ
の
中
項
目
の
う
ち
、
（
一
）

「
移
出
（
Ｆ
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｍ
除
く
）：

（
県
内→

県
外
）
」
、
（
二
）
「
Ｆ
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｍ
（
県
内
銀
行
の
剰
余
金
等
）
の
移
出
入

（
純
）
」
、
（
三
）
「
県
外
か
ら
の
所
得
（
純
）
」
の
三
つ
は
、
「
本
土
か
ら
の
移
転
経
費
」
で
は
な
く
、
純
粋
に
県
内
で

生
産
・
発
生
し
た
経
費
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
本
職
も
同
様
な
考
え
で
あ
る
が
、
政
府
の
認
識
も
そ
の
通
り
で
あ
る
か
、
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

質
問
四
及
び
五
に
関
連
し
て
、
本
職
は
、
川
田
大
使
が
そ
の
発
言
の
根
拠
と
し
た
「
県
外
受
取
」
は
正
し
く
「
県
外
受
取

の
推
移
」
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
「
県
外
受
取
の
推
移
」
の
中
に
は
川
田
大
使
が
言
う
「
本
土
か
ら
の
移
転
経
費
」
を
意
味

す
る
「
資
本
取
引
」
及
び
「
県
外
か
ら
の
そ
の
他
の
経
常
移
転
」
が
含
ま
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
経
費
と
し
て
「
本

土
か
ら
の
移
転
経
費
」
で
は
な
く
、
純
粋
に
県
内
で
発
生
し
た
「
軍
用
地
料
や
軍
従
業
員
の
給
与
、
観
光
収
入
、
県
内
で
の

石
油
製
品
等
」
の
経
費
も
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
が
、
政
府
の
認
識
も
そ
の
通
り
で
あ
る
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

七

質
問
四
〜
六
に
関
連
し
て
、
よ
っ
て
本
職
は
、
川
田
大
使
が
言
う
「
二
兆
円
の
本
土
か
ら
の
移
転
経
費
」
は
明
ら
か
な
誤

四



り
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
認
識
も
そ
の
通
り
で
あ
る
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

八

本
職
は
、
我
が
国
を
代
表
し
て
対
外
的
に
交
渉
や
説
明
を
行
う
大
使
の
資
質
と
し
て
、
文
化
や
歴
史
、
経
済
、
産
業
等
に

関
す
る
基
礎
的
な
数
値
や
内
容
を
把
握
し
て
お
く
こ
と
は
、
必
要
最
低
限
の
条
件
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
認
識
も
そ

の
通
り
で
あ
る
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

九

本
職
の
再
三
の
指
摘
と
質
問
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
府
は
頑
な
に
川
田
大
使
の
言
う
「
二
兆
円
は
本
土
か
ら
の
移
転
経

費
」
の
誤
り
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
姿
勢
と
対
応
は
単
に
体
面
を
保
と
う
と
す
る
虚
勢
だ
け
で
は
な
く
、

「
沖
縄
に
基
地
が
あ
る
が
故
に
政
府
は
ひ
た
す
ら
巨
額
の
財
政
投
資
を
行
っ
て
い
る
」
こ
と
を
機
会
あ
る
度
に
「
流
布
し
た

い
」
と
の
意
図
と
姿
勢
が
透
け
て
見
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
政
府
の
認
識
と
見
解
を
答
え
ら
れ
た
い
。

十

質
問
九
に
関
連
し
て
、
「
間
違
っ
て
い
た
と
認
め
る
こ
と
は
、
何
ら
恥
で
は
な
い
。
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
今
日
は
昨

日
よ
り
も
賢
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
か
ら
」
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
の
詩
人
の
言
葉
を
参
考
に
、
政
府
と
川
田
大
使
は
速

や
か
に
発
言
の
誤
り
を
認
め
、
訂
正
す
べ
き
で
あ
る
と
本
職
は
考
え
る
が
、
政
府
の
認
識
と
見
解
を
答
え
ら
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

五


